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アパリの支援 ∞連携④の矢印

④は本来、取締処分のすべきこと

取締処分側がやっていないから

アパリが④の矢印を事業の一つにできている。
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「処罰から治療へ」ではなく「処罰だけでなく治療を」

×規制薬物の自己使用等の非犯罪化＝自由化

×薬物自己使用等事犯に対する単なる寛刑化

○刑罰を科すだけでは足りず、その薬物事犯の根本原因であ
る薬物依存症の治療を義務付ける必要がある

【理由】

刑罰の威嚇力は第2信号系反射網（思考）に
強力に働きかけるから。
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※薬事法 名称変更(平成25年法律84号、平成26年11月25日施行)
↓

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)
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